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トピックス津博2019.1 No.99

／ 、

第刑⑥回…ぐり
1 1月17日に文化財めぐりを開催しました。今回は市内野村～楢周辺を歩き、陽地神社など地元の

神社や石碑を見学しました。当日は天気もよく、秋の－日を参加者のみなさんには楽しんでいただけた

と思います。
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1 1月1日に北陵中学校1年生5人が「津山再発見」訪問インタビューとして、当館に調査にきま

した。津山城に関してのことや、津山城を築城した森忠政のことについて、熱心に質問をしていまし

た。 1 1月21日にこの調査の内容をまとめてクラスで発表をしたとのことです。

〕博物館キャラクター「鶴若」
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「
、

古文書講座圃催中
現在、耐震改修工事のため休館中ですが、今年度も古文書講座を行っています。館内での開催は難し

いため、今年度は当館隣の津山圏域雇用労働センターで開催しています。引き続き来年度もこの会場で

開催の予定です。受講生のみなさまにはご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

Ｉ

〕L

、

宣料⑨貸し出し
平成30年12月1日～平成31年2月24日の会期で洋学資料館にて開催されている平成30年度

冬季企画展「美作地域の華岡門人」に当館所蔵資料を貸し出しています。貸し出したのは、津山藩松平

家文書の中から国元日記4点となっています。

鋤
も

／
、グ

型
／

一
強
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ノ
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江
戸
時
代
、
江
戸
や
大
坂
に
加
え
、
天
皇
の
い
る
京

都
へ
屋
敷
を
持
っ
て
い
る
大
名
家
も
多
く
い
ま
し
た
。

津
山
藩
松
平
家
も
京
都
に
屋
敷
を
持
っ
て
お
り
、
天
保

二
年
（
一
八
三
一
）
作
成
の
「
改
正
京
町
絵
図
細
見
大
成
」

を
見
る
と
御
霊
神
社
・
相
国
寺
の
東
の
寺
町
通
り
に
「
津

山
ヤ
シ
キ
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
（
図
①
の
赤
く

着
色
し
た
箇
所
）
明
治
三
年
に
津
山
藩
が
作
成
し
た
京

都
藩
邸
の
図
面
で
は
南
隣
が
歓
喜
寺
と
な
っ
て
お
り
、

敷
地
の
大
き
さ
の
変
動
は
あ
り
ま
す
が
、
前
述
の
京
町

絵
図
と
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
描
か
れ
、
こ
の
場
所
に
津
山

藩
の
屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。

（
図
②
⑥
）

京
都
御
屋
鋪
御
買
上
ケ
証
文

図①｢改正京町絵図細見大成」
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こ
の
京
都
の
屋
敷
を
津
山
藩
松
平
家
が
手
に
入
れ
た

経
緯
の
手
が
か
り
と
な
る
資
料
が
津
山
藩
の
藩
政
資
料

で
あ
る
「
津
山
藩
松
平
家
文
書
（
県
指
定
重
文
）
」
の
中

に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
回
ご
紹
介
す
る
「
京

都
御
屋
鋪
御
買
上
ケ
証
文
」
で
す
。
こ
の
資
料
は
六
通

の
文
書
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
し
と
思
わ
れ
る
も
の
、
合

計
十
二
通
あ
り
、
（
Ａ
）
購
入
の
経
緯
を
京
都
町
奉
行
所

へ
報
告
し
た
内
容
の
控
、
（
Ｂ
）
土
地
売
買
の
証
文
、

（
Ｃ
）
松
平
家
側
か
ら
町
役
を
支
払
わ
な
い
旨
を
町
側
に

伝
え
る
書
面
と
、
（
Ｄ
）
そ
れ
を
町
側
が
受
け
入
れ
る
書
面
、

（
Ｅ
）
松
平
家
が
町
へ
支
払
っ
た
銀
の
覚
、
（
Ｆ
）
明
治

以
降
に
、
こ
れ
ら
の
文
書
を
調
査
し
た
報
告
書
と
な
っ

て
い
ま
す
。

ま
ず
、
上
記
（
Ａ
）
か
ら
屋
敷
を
松
平
家
が
購
入
し

た
経
緯
を
見
て
み
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
こ
の
屋
敷
は
、

’唇-毛国

』

図②｢御藩邸惣絵図」
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ま
だ
松
平
家
が
津
山
を
拝
領
す
る
前
、
越
後
高
田
時
代

の
延
宝
八
年
（
一
六
八
○
）
に
源
性
院
が
尾
張
大
納
言

御
料
人
様
か
ら
買
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
周
辺
の
土
地
は
元
々
慶
戒
寺
と
い
う
寺
で
、
尾
張

家
が
所
有
し
た
後
、
半
分
は
公
家
の
広
幡
家
、
も
う
半

分
は
源
性
院
の
屋
敷
と
な
っ
た
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
文
書
は
元
禄
十
五
年
（
一
七
○
二
）
の
日
付
と
な
っ

て
お
り
、
こ
の
年
に
京
都
町
奉
行
所
が
町
役
の
か
か
っ

て
い
な
い
屋
敷
の
調
査
を
行
っ
た
と
の
こ
と
で
、
津
山

藩
が
屋
敷
の
購
入
と
町
役
免
除
に
至
っ
た
経
緯
を
報
告

し
た
控
え
と
見
ら
れ
ま
す
。
（
図
④
）

な
お
、
源
性
院
と
い
う
人
物
は
、
こ
の
文
書
に
は
「
松

平
越
後
守
惣
領
下
野
守
後
室
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
下
野
守
は
松
平
光
長
の
長
男
綱
賢
を
指
し
ま
す
が
、

『
津
山
温
知
会
誌
』
第
二
編
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
松
平

お
く
り
な

家
御
系
図
」
に
は
、
綱
賢
の
継
室
の
誰
は
「
源
正
院
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
源
性
院
」
と
「
源
正
院
」
は
音

｛
源
性
院
」
と
「
源
正
院
」
は
音

|I一
Fー

、
ノ

が
同
じ
と
い
う
こ
と
で
同
一

ｊ分
人
物
だ
と
す
れ
ば
、
公
家
の

部く
園
池
家
出
身
で
、
綱
賢
が
延

ｊ繩
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
亡

惣
く
な
る
と
、
京
都
に
戻
り
ま
す
。

邸藩
そ
の
後
一
時
は
江
戸
で
暮
ら

御剛
し
ま
す
が
、
再
度
京
都
へ
戻

図
り
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）

梶
村
明
慶

師
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京
都
で
亡
く
な
り
ま
す
。
（
前
掲
「
松
平
御
系
図
」
よ
り
）

こ
れ
ら
の
経
緯
か
ら
見
る
と
、
津
山
藩
松
平
家
の
京
都

屋
敷
は
、
源
性
（
正
）
院
が
夫
の
死
後
、
京
都
で
暮
ら
す
た
め
、

松
平
家
が
用
意
し
た
屋
敷
が
基
に
な
っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
後
、
時
代
が
下
り
明
治
維
新
の
後
、
政
府
が
東

京
に
置
か
れ
る
と
、
京
都
屋
敷
の
必
要
性
は
急
速
に
失

な
わ
れ
、
財
政
難
に
あ
え
ぐ
諸
藩
は
京
都
屋
敷
の
管
理

に
ま
で
手
が
回
ら
ず
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
頃
に

は
多
く
の
藩
邸
が
荒
れ
る
に
任
せ
た
状
態
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
政
府
は
京
都
府
の
建
言
を
入
れ
、

明
治
三
年
（
一
八
七
○
）
藩
邸
内
に
桑
茶
等
の
農
作
物

を
植
え
る
こ
と
で
土
地
を
有
効
に
利
用
す
る
か
、
ま
た
、

そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
は
土
地
自
体
の
売
却
ま
た
は
政

府
へ
の
上
納
を
命
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
二
○
○
六
・

四
・
一
室
泉
都
府
総
合
資
料
館
総
合
資
料
館
だ
よ
り
』

ご
躯
″
“
ケ
？
八
郷
”
，
と

》

た
猟
才
為
嘘
１
分
脚
ぞ

や

序
淑
好
守
④図

所
収
「
明
治
の
京
都
藩
邸
処
分
」
参
照
）
。
当
時
の
津
山

藩
の
京
都
の
日
記
を
み
る
と
、
政
府
に
は
「
津
山
藩
で

は
す
で
に
屋
敷
の
空
地
を
畑
に
し
て
耕
し
て
い
る
。
荒

地
が
あ
れ
ば
今
後
も
力
を
尽
く
し
て
耕
す
よ
う
に
す

る
。
」
と
い
う
趣
旨
の
届
け
を
し
、
藩
邸
を
手
放
さ
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。
こ
の
時
、
津
山
藩
と
同
様
に
売
払
い
、

ま
た
上
納
に
応
じ
た
藩
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
、

二
年
後
の
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
、
政
府
は
諸
藩
邸
を

全
て
現
状
の
ま
ま
上
邸
す
る
命
令
を
出
す
こ
と
に
な
り

ま
す
（
同
上
「
明
治
の
京
都
藩
邸
処
分
」
）
。
こ
れ
に
よ
り
、

津
山
藩
の
京
都
屋
敷
が
実
際
に
上
邸
さ
れ
て
し
ま
っ
た

の
か
ど
う
か
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
ヒ

ン
ト
と
な
る
文
書
が
辛
未
八
月
十
二
日
付
け
の
文
書
で

す
。
（
図
⑤
）
紙
質
や
様
式
な
ど
か
ら
し
て
こ
の
「
辛
未
」

の
干
支
は
政
府
が
京
都
藩
邸
の
有
効
利
用
を
命
じ
た
明

治
三
年
と
上
邸
を
命
じ
た
明
治
五
年
の
間
の
明
治
四
年

の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

文
書
に
は
、
「
西
京
御
邸
之
義
御
拝
領
二
無
之
段
明
了

相
分
候
二
付
書
類
其
外
都
テ
取
調
之
上
ハ
御
家
務
エ
引

渡
候
方
可
然
奉
存
候
此
段
奉
伺
候
也
取
調
掛
」
と
あ
り
、

証
拠
書
類
な
ど
調
査
の
結
果
、
京
都
の
屋
敷
は
拝
領
し

た
も
の
で
は
な
い
と
の
結
論
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

当
時
は
、
七
月
の
廃
藩
置
県
の
直
後
で
も
あ
り
、
わ
ざ

わ
ざ
拝
領
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
調
査
し
て
い

る
所
を
見
る
と
、
藩
知
事
を
罷
免
さ
れ
た
松
平
家
に
関

し
て
、
後
の
津
山
県
に
引
き
継
が
れ
る
公
的
な
財
産
と
、

松
平
家
の
私
的
な
財
産
と
の
区
別
を
確
認
す
る
調
査
が

行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
ま
す
。
も

し
そ
う
で
あ
り
、
京
都
の
屋
敷
が
松
平
家
の
私
的
財
産

と
し
て
政
府
か
ら
も
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
明
治

五
年
の
太
政
官
布
告
で
は
収
公
さ
れ
ず
、
松
平
家
の
屋

敷
と
し
て
こ
の
後
も
存
続
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
現
在
、
京
都
屋
敷
跡
周
辺
で
近
所
の
古
老
に
話
を

聞
く
と
、
「
昔
、
こ
の
辺
り
に
松
平
と
い
う
公
家
の
屋
敷

が
あ
っ
た
。
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
り
、
当
館
収
蔵
資
料

に
も
京
都
屋
敷
と
さ
れ
る
写
真
が
あ
っ
た
り
と
、
明
治

以
降
の
存
続
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
も
存
在
し
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
真
偽
を
含
め
、
明
治
以
降
の
京

都
屋
敷
の
実
態
は
よ
く
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
も
調

査
を
続
け
て
い
き
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ろ
今
回
の
資
料
は
、

津
山
藩
の
京
都
藩
邸
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
資
料
と

言
え
ま
す
。

一

Ｉ

l1
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刑
罰
と
聞
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
思
い
浮
か
ぶ
だ

ろ
う
か
。
罰
金
や
禁
固
刑
か
ら
死
に
至
る
も
の
ま
で
さ

ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
代
だ
け
で
な
く
江
戸
時
代

で
も
同
じ
で
あ
る
。
今
回
は
、
『
津
山
松
平
藩
町
奉
行

日
記
』
（
以
下
『
町
奉
行
日
記
』
と
す
る
）
文
化
三
年
（
一

八
○
六
）
に
出
て
く
る
、
無
宿
盗
人
佐
平
の
事
例
を
取

り
上
げ
る
。

文
化
三
年
二
月
五
日
、
町
奉
行
か
ら
派
遣
さ
れ
た
者

た
ち
に
よ
っ
て
佐
平
は
捕
ら
え
ら
れ
る
。
同
月
九
日
に

一
回
目
の
取
調
を
受
け
、
前
年
八
月
に
佐
久
間
・
古
市
・

久
原
宅
へ
盗
み
に
入
っ
た
こ
と
を
白
状
し
た
。
佐
平
を

か
く
ま
っ
て
い
た
長
治
と
共
に
二
度
目
の
取
調
を
受
け

る
が
、
両
者
の
供
述
に
相
違
が
あ
る
こ
と
か
ら
後
日
改

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
四
月
二
十
九
日
に
三
回
目
の

取
調
が
行
わ
れ
、
五
月
六
日
に
は
佐
平
と
長
治
の
口
書

（
現
代
の
供
述
調
書
に
当
た
る
も
の
）
が
取
り
決
め
ら

れ
た
。こ

こ
で
、
佐
平
が
盗
み
に
入
っ
た
三
人
に
つ
い
て
触

れ
て
お
く
。
佐
久
間
は
津
山
藩
士
の
中
で
も
家
老
、
古

市
は
使
番
格
で
あ
る
。
こ
の
当
時
の
絵
図
が
な
い
の
で

定
か
で
は
な
い
が
、
前
後
の
絵
図
か
ら
佐
久
間
と
古
市

津
山
藩
の
刑
罰
に
つ
い
て

Ｉ
『
町
奉
行
日
記
』

両
氏
の
屋
敷
は
「
郭
内
」
に
、
津
山
藩
医
の
久
原
は
田

町
に
住
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
城
下
に
は
数
々
の

津
山
藩
士
の
屋
敷
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
郭
内
」
は

堀
の
内
側
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
佐
平
は
堀
の
内
側
に
居
を
術
え
る
上
級
藩
士
の

屋
敷
で
盗
み
を
働
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

取
調
が
済
ん
だ
後
は
判
決
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
五
月
十
八
日
に
町
奉
行
か
ら
御
用
番
へ
口
書
を
添

え
て
裁
許
願
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
十
八
日

に
判
決
を
再
考
し
た
も
の
を
町
奉
行
が
再
度
提
出
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
提
出
し
た
も
の
は
不
適
切
と
判
断
さ

れ
、
町
奉
行
に
差
し
戻
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後

し
ば
ら
く
間
が
空
き
、
十
月
二
十
一
日
に
御
用
番
か
ら

町
奉
行
へ
、
佐
平
を
打
首
獄
門
と
す
る
旨
が
伝
え
ら
れ

た
。
十
月
二
十
五
日
に
は
、
「
今
六
時
揃
二
而
左
之
も
の

共
兼
田
二
お
い
て
死
刑
申
付
候
」
（
『
町
奉
行
日
記
」
）
、
「
右

死
罪
之
者
共
取
計
相
済
候
段
大
目
付
合
以
御
小
納
戸
申

上
之
」
（
『
国
文
日
記
』
）
と
あ
り
、
こ
の
日
に
佐
平
本

人
に
打
首
獄
門
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
、
同
日
中
に
刑

が
執
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

打
首
獄
門
と
は
ど
の
よ
う
な
刑
な
の
か
。
打
首
と
は

文
化
三
年
の
事
例
を
も
と
に
Ｉ

江
戸
時
代
の
刑
罰
の
一
つ
で
、
斬
首
刑
の
一
般
的
な
呼

称
で
あ
る
。
獄
門
も
同
じ
く
江
戸
時
代
の
刑
罰
の
一
つ
。

牢
内
で
死
罪
に
な
っ
た
者
の
首
を
獄
門
台
に
晒
す
も
の

で
あ
り
、
死
刑
の
中
で
も
重
い
も
の
で
あ
っ
た
。

町
方
支
配
の
手
引
き
書
で
あ
る
『
御
家
御
定
書
』
の

「
獄
門
其
外
晒
物
取
捨
方
之
事
」
を
見
る
と
、
「
是
迄
獄

門
等
有
之
節
、
三
日
三
夜
稜
多
番
二
付
置
晒
、
翌
朝
番

引
取
候
而
も
、
首
井
死
骸
等
其
儘
二
而
、
何
そ
故
障
有
之

節
迄
者
差
置
候
」
と
あ
る
。
獄
門
等
で
晒
し
物
と
な
っ

た
首
や
死
体
に
つ
い
て
は
、
三
日
三
夜
晒
し
置
き
、
翌

朝
当
番
の
者
が
引
き
上
げ
る
。
引
き
上
げ
た
首
や
死
体

は
、
埋
葬
等
を
せ
ず
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
る
ま

で
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
も
う
一
度
『
町
奉
行
日
記
』

の
関
連
記
事
を
見
て
み
る
と
、
気
に
な
る
点
が
出
て
く

る
。
ま
ず
一
つ
目
に
佐
平
の
首
が
晒
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン

グ
に
つ
い
て
。
十
月
二
十
九
日
条
に
は
、
翌
三
十
日
に

幕
府
の
役
人
が
津
山
藩
領
を
通
行
す
る
に
あ
た
り
、
兼

田
に
晒
し
て
い
る
獄
門
首
を
ど
う
す
る
か
、
郡
代
か
ら

相
談
を
受
け
た
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。
相
談
の
結
果
、

首
を
晒
し
て
か
ら
三
日
以
内
で
あ
っ
て
も
、
大
名
や
役

服
部
綾
乃
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ま
た
、
晒
し
た
首
を
三
日
三
夜
の
途
中
で
引
き
上
げ

て
い
る
と
い
う
点
も
興
味
深
い
。
こ
の
関
連
記
事
を
も

う
少
し
詳
細
に
見
て
み
る
と
、
郡
代
か
ら
の
相
談
は
、

「
大
名
や
幕
府
の
役
人
の
区
別
は
定
か
で
は
な
い
が
、

通
行
す
る
際
は
三
日
の
途
中
で
あ
っ
て
も
獄
門
首
を
片

付
け
る
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
し
か
し
、
調
べ
て
も

見
つ
か
ら
な
い
の
で
教
え
て
ほ
し
い
。
」
と
い
う
内
容

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
途
中
で
首
を
片
付
け
る

の
は
今
回
だ
け
で
な
く
、
以
前
に
も
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
、
同
じ
よ
う
な
例
を
『
町
奉
行

人
が
通
行
す
る
際
に
は
引
き
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
通
行
当
日
の
朝
に
片
付
け
る
こ
と
が
決
ま
っ

た
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
ず
れ
が
生
じ
る
。
十
月
三

十
日
が
三
日
三
夜
の
途
中
で
あ
る
な
ら
、
獄
門
台
に
首

が
晒
さ
れ
た
の
は
二
十
八
日
か
二
十
九
日
と
考
え
ら
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
二
十
五
日
に
刑

は
執
行
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
刑
が
執

行
さ
れ
て
か
ら
獄
門
台
に
首
が
晒
さ
れ
る
ま
で
数
日

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り

こ
れ
以
外
に
具
体
的
な
例
が
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
恒

常
的
に
刑
の
執
行
か
ら
数
日
空
け
て
獄
門
台
に
晒
さ
れ

て
い
た
の
か
、
今
回
た
ま
た
ま
問
が
空
い
て
し
ま
っ
た

の
か
、
こ
の
事
例
の
み
で
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
0

日
記
』
で
探
し
て
み
る
と
、
寛
政
五
年
（
一
七

九
三
）
の
記
事
に
見
つ
か
っ
た
。
詳
細
な
記
述

は
な
い
が
、
こ
の
年
に
も
獄
門
刑
と
な
っ
た
者

が
い
た
よ
う
で
、
「
御
発
駕
二
付
兼
田
獄
門
取
捨

候
様
二
昨
日
牢
番
江
申
付
為
取
計
候
」
と
あ
る
。

こ
の
と
き
は
幕
府
の
役
人
で
は
な
い
が
、
藩
主

の
発
駕
を
理
由
に
片
付
け
ら
れ
て
い
る
。
い
ず

れ
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
身
分
の
高
い
者
の

目
に
触
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
本
来
定
め

ら
れ
て
い
る
期
間
が
終
わ
っ
て
い
な
く
と
も
獄

門
首
を
片
付
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

罪
人
を
死
罪
に
し
た
上
で
獄
門
台
に
首
を
晒
す

と
い
う
刑
は
非
常
に
残
酷
で
あ
り
、
か
つ
、
見

せ
し
め
と
す
る
こ
と
で
犯
罪
の
抑
止
を
期
待
す

る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
尚
、
高

位
者
に
対
し
て
体
裁
を
気
に
し
て
い
る
様
子
が

見
て
取
れ
る
の
は
非
常
に
興
味
深
い
。

以
上
、
『
町
奉
行
日
記
』
に
出
て
く
る
刑
罰

の
中
で
も
特
徴
的
な
打
首
獄
門
の
事
例
に
つ
い

て
検
討
し
た
。
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
件
数
も

少
な
く
、
あ
ま
り
詳
細
な
記
述
が
な
い
た
め
に
、

推
測
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
回
は
『
町

奉
行
日
記
』
を
中
心
と
し
た
が
、
今
後
も
他
の

史
料
や
地
域
と
の
比
較
が
必
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。

● ●
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嘉永津山城下町絵図（部分） ※着色部分が「郭内」
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